
別表第１（第３条関係） 

抑制区域 法令等 

指定区域として指定する廃棄物が地

下にある土地 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和４５年法律第１３７号）第１５条の１ 

 ７第１項 

鳥獣保護区又は特別保護地区 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化

に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第２８条第１項又は第２９条第１項 

生息地等保護区 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保

存に関する法律（平成４年法律第７５号）

第３６条第１項 

希少野生動植物保護区 埼玉県希少野生動植物の種の保護に関す

る条例（平成１２年埼玉県条例第１１号）

第１９条第１項 

特別緑地保全地区 都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）

第２０条第１項 

国立公園の特別地域 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）

第２０条第１項 

県立自然公園の特別地域 埼玉県立自然公園条例（昭和３３年埼玉

県条例第１５号）第１２条第１項 

県自然環境保全地域の特別地区又は

野生動植物保護地区 

埼玉県自然環境保全条例（昭和４９年埼

玉県条例第４号）第１７条第１項又は第

１８条第１項 

農用地区域内にある農地若しくは採

草放牧地、甲種農地若しくは採草放牧

地又は第１種農地若しくは採草放牧

地（営農型太陽光発電設備を設置する

場合を除く。） 

農地法（昭和２７年法律第２２９号）第

５条第２項第１号 

農用地区域（営農型太陽光発電設備を

設置する場合を除く。） 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和

４４年法律第５８号）第８条第２項第１

号 

保安林 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第

２５条第１項 

河川区域、河川保全区域又は河川予定

地 

河川法（昭和３９年法律第１６７号）第

６条第１項、第５４条第１項又は第５６



条第１項 

砂防指定地 砂防法（明治３０年法律第２９号）第２

条 

地すべり防止区域 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３ 

 ０号）第３条第１項 

急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す

る法律（昭和４４年法律第５７号）第３

条第１項 

土砂災害警戒区域又は土砂災害特別

警戒区域 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律（平成１２年

法律第５７号）第７条第１項又は第９条

第１項 

風致地区 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

第８条第１項第７号 

景観計画区域 景観法（平成１６年法律第１１０号）第

８条第２項第１号 

重要文化財、重要有形民俗文化財又は

史跡名勝天然記念物 

文化財保護法（昭和２５年法律第２１４

号）第２７条第１項、第７８条第１項又

は第１０９条第１項 

県指定有形文化財、県指定有形民俗文

化財、県指定史跡名勝天然記念物又は

県指定旧跡 

埼玉県文化財保護条例（昭和３０年埼玉

県条例第４６号）第５条第１項、第２６

条第１項、第３１条第１項又は第３７条

第１項 

その他自然環境等の保全のため市長

が特に配慮が必要と認める区域 

 

 


